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架空請求メールに注意

～県内居住の男性が７万円被害～

山口県内で、支払え（架空請求）詐欺事案が発生しました。携帯電話の

メールを使う手口が、依然として発生していますので注意してください。

【手口】

５０歳代の男性の携帯電話に、

電子消費者契約通信未納利用料請求最終通達書

と題したメールを送りつけ、メールに記載された連絡先に電話をかけた

男性から、サイバー保険代等と称して現金７万円を郵送させ騙し取った

ものです。

メールによるお金の請求は詐欺を疑いましょう。

簡易書留やメール便等での送金要求は詐欺を疑いましょう。

メールアドレスは不用意に他人に教えないようにしましょう。

警察庁のホームページで、振り込め詐欺被害者が送金した住所を

を公表していますので参考にしてください。

みんなでつくろう 安心やまぐち
～ 子ども、女性、高齢者を守ろう ～


